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水俣病・第二水俣病の発生機序

工場排水

↓

メチル水銀・無機水銀

↓　　　　　　　　↓

魚←（メチル化）プランクトン

↓（食べものとして摂取）

ヒト　　　　　　　　　　　多量だと腎毒性

↓　　　　　　　　　　　　　　↑

メチル水銀として脳に蓄積→無機化して腎臓へ

↑　　　　　　　　　　　　（やがて排泄）

酸化ストレスとERストレスを起こす

＊GPxや不飽和脂肪酸摂取による防御が注目

⾦採掘や精錬業で
無機⽔銀蒸気に曝露
↓（ブラジル等）
肺胞から血中へ
↓     ↓
メチル化 腎臓へ
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イタイイタイ病

富山県神通川流域

上流の神岡鉱業所からのCd流出

→急性毒性の標的臓器は腎臓

腎臓障害により体内Cd貯留，骨のCaを置換

→きわめてもろく，折れやすい骨

最初の患者は1912年，1940年頃から多発

戦前は鉱毒から稲作被害，米摂取による食中毒

が疑われていたが，患者自身が差別を恐れて秘

匿，戦後は細菌説，栄養不良説，リウマチ説な

ど，重金属説は軽視→1961年地元の萩野昇医

師が患者の骨からCd大量検出→1966年認定
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四日市喘息

四日市市の工場排ガス中の硫酸ミスト，大気中

に溜まった亜硫酸ガスへの慢性曝露による中毒

1955年9月から石油関連企業が大規模活動開

始→降下煤塵は少なかったので目には見えな

かったが，亜硫酸ガス，硫化水素，炭化水素，

窒素酸化物濃度が高い大気汚染悪化

1962年頃から四日市市に激しい喘息症状を呈

する患者多発「四日市喘息」→1966年損害賠

償請求訴訟→1971年原告勝訴

喘息は大気汚染がなくても発生するので，疫学

的因果関係証明が認められた意義は大きい
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典型７公害と対策法制

大気の汚染→大気汚染防止法

水質の汚濁→水質汚濁防止法，下水道法，水道法

土壌の汚染→土壌汚染防止法

騒音→騒音規制法

振動→振動規制法

地盤沈下→地下水の保全が必要なので，「工業用水法」

「建築物用地下水の 採取の規制に関する法律」

悪臭→悪臭防止法

公害対策の大枠として「公害対策基本法」「公害被害者救

済法」

環境保全の大枠として「環境基本法」「環境影響評価法」
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基本法の移行（1993年）

• http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO092.html

• 環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

• 第一条 　公害対策基本法（昭和四十二年法律第百三十二号）は、廃止する。 

• 改正の要点

• (1)　目的の改正：「生活環境の保全については、経済の健全な発展との調和が図ら

れるようにするものとする」←「福祉なくして成長なし」←「国民が健康で文化的な生活

を確保するうえにおいて公害の防止がきわめて重要である」

• (2)　公害の定義の追加：「土壌の汚染」の追加，「水質の汚濁」の定義の拡大（底質の

悪化を含むように）

• (3)　廃棄物処理対策：事業者責務の明確化，環境衛生上支障のない処分のための

公共処理施設の整備

• (4) 自然環境の保護：狭い意味の生活環境の保全のみでなく、広く緑地の保全等自然

環境についてその質を高度に保つ必要があることを明確化

• (5)　環境基準の「あてはめ」の委任：環境基準が2種類以上あって地域または水域ご

とに基準を変える場合，その権限は都道府県知事に委任

• (6)　都道府県公害対策審議会の必置制：審議会の乱立を回避するため

• 環境基本法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H05/H05HO091.html

• 第一条 　この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び国民の

責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に

関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与

するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
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アスベスト肺・中皮腫

元々は炭鉱夫や建設労働者の職業病であり，産業衛生

の問題と思われてきた

2005年5月，クボタ旧神崎工場周辺住民3名の中皮腫が

工場から飛散したアスベストに由来することをクボタ

自身が認め見舞金を出した

「クボタ・ショック」＝公害問題という認識

2010年9月末時点で住民の救済金支払い請求者（遺族

含む）は227人（うち死亡156人）

検出法に課題あり。胸膜肥厚斑はX線画像では検出困

難，環境中アスベストは種類により方法が異なる，等

アスベストは広く建材として使われたので，震災瓦礫

の影響が大（ひょうご労働安全衛生センター他『震災

とアスベスト』アットワークス，税別1,200
円，ISBN978-4-939042-64-5）
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流出事故

⾷品製造ラインにおける混⼊と流通による急性中毒
カネミ油症事件，森永ヒ素ミルク事件等

毒物が事故で環境中に流出し，ヒトに急性中毒が発⽣
セベソ事件，ボパール農薬流出事件

毒物が事故で環境中に流出し，環境が居住不適になった
り，作物や家畜が⾷⽤不適になったりした事例

チェルノブイリ原発事故，福島原発事故

毒物が事故で環境中に流出し，野⽣⽣物に影響が出て⽣物
多様性が減少した事例（→地球環境問題として）

バルディーズ号に代表されるタンカー座礁事故，メキシコ湾の海底油田か
らの原油流出
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廃棄物(waste)の問題

�
廃棄物は，人の生活や経済活動に伴って発生する（zero-
wasteはきわめて困難）

�
近年は難分解性物質（PCB等）や毒物の蓄積が問題

�
都市環境で増えやすい

�
農村では堆肥の原料となる生ゴミや屎尿

�
多様な物資の集積

�
多様な産業からの産業廃棄物

�
多い人口

�
農村部でも大量生産を目的とした機械化，化学肥料，農薬

の普及に伴い深刻化（人や家畜の屎尿）

→環境衛⽣面から法規制が必要に

13

海外でも都市の廃棄物は問題

�
中世のロンドンやパリの道路がゴミで溢れていたのはよく

知られている

�
現代の途上国の都市も道路はゴミで溢れているところが多

い（購入物資の容器等も村で果物の皮を捨てていたのと

同じ感覚でポイ捨てする）

�
途上国では，都市近郊や都市内のスラムに廃棄物（輸入

されたeWasteを含む）が集積するが，そこから再資源化

可能な物資を掘り出して売る貧困層が存在

�
廃棄物内の毒物に曝露して中毒になるケースも多い

�
フィリピンやベトナムの鉛中毒など

14

日本の廃棄物対策法制の歴史

� 1954年「清掃法」：市街地区域を中心とする区域内汚物処理を規定

�
廃棄物急増により1970年「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

→多様化により1991年に大改訂

→1997年，すべての産業廃棄物へのマニフェスト制度（廃棄物の内容等

を記載した文書「マニフェスト」を同時に運搬し確認する制度）義務づけ

→2000年，(1)排出事業者責任の徹底による産業廃棄物の不適正処理

対策，(2)公共関与による安全・適正な施設整備の推進，(3)廃棄物処理

への信頼確保のための施設許可等の規制を強化

収集・運搬

減量した産廃

＋マニフェスト

収集・運搬

排出排出排出排出

事業者事業者事業者事業者

産廃＋マニフェスト

中間処理中間処理中間処理中間処理

業者業者業者業者

最終処分最終処分最終処分最終処分

業者業者業者業者

（埋立て等）

（脱水・焼却等）

（注）トラックのクリップアート出典：（注）トラックのクリップアート出典：（注）トラックのクリップアート出典：（注）トラックのクリップアート出典：

http://illustration-free.com/track/track-dl-04.htmlhttp://illustration-free.com/track/track-dl-04.htmlhttp://illustration-free.com/track/track-dl-04.htmlhttp://illustration-free.com/track/track-dl-04.html
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3R戦略

� 1980年オイルショック→資源は無限ではない!

�
資源の有効な利用と廃棄物発生抑制，環境保全を目的として，「再生資源の

利用の促進に関する法律」（1991年，リサイクル法）→2000年「資源の有効な

利用の促進に関する法律」に改訂

�
資源の有効利用のための戦略の基本は3R (reduce, reuse, recycle)

�
各種リサイクル法

− 容器包装リサイクル法（1997年）

− 家電リサイクル法（1998年）

− 建設リサイクル法（2000年）

− 食品リサイクル法（2000年）

− 自動車リサイクル法（2002年）
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廃棄物の分類と処理

�
一般廃棄物

−ごみ：家庭系／事業系

−屎尿：屎尿／浄化槽汚泥

−特別管理一般廃棄物：PCB使用部品，煤塵，感染性一般廃棄物等

�
産業廃棄物

−燃え殻

−汚泥

−廃油

−……
−特別管理産業廃棄物：強酸，強アルカリ，感染性産業廃棄物，廃

石綿等
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一般廃棄物●
できる限り再利用・資源化し，残りを衛

生的に処理

●
資源の節約にもなり，廃棄物も減らせる

●
処理方法は，焼却，直接埋立て，高速

堆肥化（コンポスト化），堆肥化・飼

料，リサイクル等

●
市町村の責務（市町村ごとに異なる）

徳島県上勝町は34分類→
(http://www.kamikatsu.jp/docs/2013102500017/)

(http://www.kamikatsu.jp/zerowaste/gomi.html)

＊神戸市の家庭ごみ分別＊神戸市の家庭ごみ分別＊神戸市の家庭ごみ分別＊神戸市の家庭ごみ分別

http://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/waketonhttp://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/waketonhttp://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/waketonhttp://www.city.kobe.lg.jp/life/recycle/waketon

/shiraberu/index_05.html/shiraberu/index_05.html/shiraberu/index_05.html/shiraberu/index_05.html

＊大型ゴミ，缶・びん・ペットボトル，容器包装プ＊大型ゴミ，缶・びん・ペットボトル，容器包装プ＊大型ゴミ，缶・びん・ペットボトル，容器包装プ＊大型ゴミ，缶・びん・ペットボトル，容器包装プ

ラスティック，燃えないごみ，カセットボンベ・スプラスティック，燃えないごみ，カセットボンベ・スプラスティック，燃えないごみ，カセットボンベ・スプラスティック，燃えないごみ，カセットボンベ・スプ

レー缶，燃えるごみレー缶，燃えるごみレー缶，燃えるごみレー缶，燃えるごみ

＊紙類はなるべく燃えるごみにせずリサイクルす＊紙類はなるべく燃えるごみにせずリサイクルす＊紙類はなるべく燃えるごみにせずリサイクルす＊紙類はなるべく燃えるごみにせずリサイクルす

ることが奨励されている。ることが奨励されている。ることが奨励されている。ることが奨励されている。
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産業廃棄物・災害廃棄物

�
産廃は最終処分場をどうするかが大問題。

減量が必須。

�
排出→直接再生＋中間処理を経て再生(46%)
→中間処理を経て最終処分＋直接最終処分(10%)

� 福島の原発事故によって⽣じた放射性物質は，
放射性物質汚染対処特別措置法で処理法を規定
http://shiteihaiki.env.go.jp/pop/02.html
＊放射能濃度で分類
 8,000Bq/kg以下→通常の廃棄物
 8,000Bq/kgを超える→指定廃棄物
  ＊8,000〜10万Bq/kg：管理型処分場で処分
  ＊10万Bq/kg超：遮断型構造の処分場で処分
   （ただし福島県では中間貯蔵施設に）

� 指定廃棄物とは，「平成23年3⽉の原⼦⼒発電所
の事故によって放出された放射性物質が、ごみの
焼却灰、下⽔汚泥、浄⽔発⽣⼟、稲わら・たい肥
などに⼀定濃度を超えて付着・濃縮したもののう
ち、環境大臣が指定したもの」

東京都日の出町の二ツ塚最終処東京都日の出町の二ツ塚最終処東京都日の出町の二ツ塚最終処東京都日の出町の二ツ塚最終処

分場。国立市など周辺市町村から分場。国立市など周辺市町村から分場。国立市など周辺市町村から分場。国立市など周辺市町村から

も受け入れも受け入れも受け入れも受け入れ

http://www.tama-http://www.tama-http://www.tama-http://www.tama-

junkankumiai.com/works/futatsuzjunkankumiai.com/works/futatsuzjunkankumiai.com/works/futatsuzjunkankumiai.com/works/futatsuz

uka/uka/uka/uka/
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地球環境問題の例～森林減少

世界の森林面積は約35億ha。森林減少は約

1,100万ha（日本の面積の1/3）

熱帯で発生。温帯林はやや増加

原因：材木用伐採，焼畑や放牧のための伐採，

ダムや道路の建設に伴う伐採，プランテーショ

ンのための伐採，森林火災，酸性雨による立ち

枯れ，病害虫による立ち枯れ等

影響：生物多様性の減少，地下水位低下，洪水

増加（一昨年のタイやミャンマー，昨年のイン

ドやバングラデシュ等），土壌流出，砂漠化等

− （火災の場合）喘息，呼吸器疾患等

ITTOガイドラインやUNFF設置等で対策
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例２～地球温暖化

化石燃料使用による二酸化炭素濃度急増

濃度の絶対値は過去にもあった水準だが増加速度

が速いため影響大

温室効果ガスとしては二酸化炭素の他，メタン，

フロン，亜酸化窒素なども含まれ，これらも増

加。メタンは資源開発や家畜増産によっても増加

する

温暖化にともなう海面上昇も問題視されている

疾病分布の変化も問題と言われる

IPCC（気候変動に関する政府間パネル）

や，COP（気候変動枠組み条約締約国会議）で対

策
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公害問題と地球環境問題の対比

公害問題

− 人的被害がある

− 受益者と被害者がオーバーラップ（違う人もいる）

− 比較的地域局在

− 原因企業が特定しやすい

− 中国，タンザニア，パプアニューギニア等対応は多様

地球環境問題

− ヒトへの直接被害はない（あるいは見えない）ことも

− 受益者と被害者が同一ではないのが普通

− 地球規模の大気大循環や潮流の影響

− 少数の犯人を見つけることは難しいため，各国政府の

協力のもとに，国際機関が主導して対応
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